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１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　①有形固定資産（リース資産を除く）

　　　　当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

　　②無形固定資産（リース資産を除く）

　　　　当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

（２）徴収不能引当金の計上基準

　　　　当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率

　　　により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（３）賞与引当金の計上基準

　　　　当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち

　　　当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（４）退職給付引当金の計上基準

　　①独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

　　　　当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出

　　　に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

　　②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

　　　　当拠点区分において、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を

　　　退職給付引当金に計上している。

（５）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

　　　　当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改

　　　正令和３年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備

　　　整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金

　　　等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（６）消費税の取扱い

　　　　当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

　該当する事項はない。

３．採用する退職給付制度

　当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運

営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度及び東京都社会福祉協議会が定款第２条第14号に基づき

運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

（注）就業規則第３条における「正職員」

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

（１）母島在宅サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三

　　　号第四様式)

（２）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

    1.　通所介護

    2.　訪問介護

　  3.　短期入所生活介護

　  4.　居宅介護支援

　  5.　介護予防

（３）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月

　　　31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援

　　　発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和３年11月12日子発1112第１号・社援発1112第３号・老

　　　発1112第１号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支

　　　明細書(別紙３(⑩))の作成は省略している。
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５．基本財産の増減の内容及び金額

　該当する事項はない。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

（１）「会計基準省令」第２２条第６項の規定による基本金の取崩額

　　　　該当する事項はない。

（２）「会計基準省令」第２２条第４項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に

　　　伴う取崩額

　　①建物（基本財産）該当する事項はない。　

　　②構築物　　　　　該当する事項はない。

　　③機械及び装置　　該当する事項はない。

　　④車輌運搬具　　　該当する事項はない。

　　⑤器具及び備品　　プラットホームの廃棄に伴う取崩額　　5,355円

７．担保に供している資産

　該当する事項はない。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

車輌運搬具 370,640 189,155 181,485

器具及び備品 4,785,641 3,497,451 1,288,190

         合  計 5,156,281 3,686,606 1,469,675

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 3,579,075 0 3,579,075

         合  計 3,579,075 0 3,579,075

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

　該当する事項はない。
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１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
するために必要な事項
（１）前払費用の内訳

　　　　前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えら

　　　れたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

当年度末 前年度末

支払資金の範囲に含まれる前払費用 240,160 232,660

長期前払費用からの振替額 0 0

　　　　　　　貸借対照表計上額 240,160 232,660

（２）預り金の内訳

　　　　預り金について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期預り金から振り替えられた

　　　ものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

当年度末 前年度末

支払資金の範囲に含まれる預り金 79,820 0

長期預り金からの振替額 0 0

　　　　　　　貸借対照表計上額 79,820 0

１３．オペレーティング・リース取引関係

　　　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：円)

1年以内 1年超 合　計

未経過リース料 1,097,600 1,033,600 2,131,200


